
■ 働 き 方 な ど に 応 じ た 労 働 時 間 制                                 参考資料３ 
   下図に、働き方や業務の実態等に応じた労働時間制度の選択方法について基本的な考え方を示しまし 
   たので、是非参考としてください。 
 
 

 
    
 

１週間に休日が２日程

度確保できる場合  
完全週休２日制の採用 
（労基法第３２条） 

  
 

業務の繁閑が比較的

少ない場合  
 

  １日の所定労働時間が

短縮できる場合 
土曜日を半ドンとする制度 
（例 月～金－７時間２０

分、土－半日勤務）の採用等

（労基法第３２条）  

 

  
 

 
月始め、月末、特定週な

どに業務が忙しい場合 １ヵ月単位の変形労働時間制

の採用（労基法第３２条の２）

 

  業務の繁閑がある場

合 
 

  
  

 

 

  特定の季節（夏季、冬季

等）、特定の月などに業

務が忙しい場合 
 

１年単位の変形労働時間制の

採用（労基法第３２条の４）  

   
   

  

 
業務の繁閑が直前にならないとわから

ない場合（規模３０人未満の小売業、

旅館及び料理・飲食店に限ります） 
  

１週間単位の非定型的変形労

働時間制の採用（労基法第３

２条の５） 
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始業、終業の時刻を労働者に自由に

選択させることができる場合  
フレックスタイム制の採用

（労基法第３２条の３） 

    

 営業社員等の時間把握ができない

場合  
事業場外労働制の採用 
（労基法第３８条の２） 

   

 

 研究職員等について、業務の手段や

時間配分について指示ができない

場合  
裁量労働制の採用 
（労基法第３８条の３） 

   

 

 

  

 

本社等において、企画・立案・調査

及び分析を行う者に作業指示をし

ない場合  
新たな裁量労働制の採用 
（労基法第３８条の４） 
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